
　　　第２期行財政改革プログラム　個別取組工程表

所
管

項
目

見込

実績

見込

実績

0.35 億円
0.93 億円

0.38 億円

評価基準 A:目標を上回って達成　B:目標を概ね達成　C:未達成
備
考

確実な債権確保のため早期収納をめざした取組を平成27年度から行っていることから、現年の収納率
に対する評価を行うこととした。

評
価

28
年
度

Ａ
課題

給水停止実施の厳格化や法的措置の実施など、収納率向上に向けた取組を行うことができた。今年度は、これら
の取組を行う対象の適正な把握ができるように、データの整理やシステム改修に着手した。今後は更なる整理を
行い、早期収納を推進する取組の対象に漏れが生じないよう、債権管理の徹底を図り収納率の向上をめざす。

改善策
給水停止や法的措置等の取り組みを適正に実施するため、引き続きデータの整理、分析を実施する。併せて、早
期回収を実現するため、給水停止の厳格化及び開栓中の滞納者から閉栓の届け出があった場合の現地清算の推奨
などに取り組む。

単年度の
効果額見込
及び実績

26年度 27年度 28年度 29年度

実
績

①(5年後)99.87%
②(現 年)上水98.74%
　　　   下水98.76%

①(5年後)99.90%
②(現 年)上水98.75%
　　　　 下水98.77%

①(5年後)上水99.81%
　　　　 下水99.78%

28
年
度

・検針、収納業者の指導強化　＝検針、収納業者と毎月定例会議を実施
　弁護士委託の有効活用　　　　弁護士への委託軒数（５９７軒）
・法的措置等の実施　　　　　＝水道料金の支払督促申立て（９軒）、財産調査（１２３軒）
　　　　　　　　　　　　　　　下水道使用料の交付要求（６８軒）、差押（４軒）
・分納誓約等による債権の保全＝分納誓約（２８９軒）、債務承認（７１軒）
・口座振替利用者の拡充　　　＝お客様宅訪問時の口座振替の推奨（通年）及びダイレクトメールによる
　　　　　　　　　　　　　　　口座振替推奨（全区２，６９７件中２７０件が口座制に変更）
・給水停止解除の厳格化　　　＝全額収納（４，９３０軒）、一部収納（９，３７１軒）
・給水停止実施の厳格化　　　＝給水停止通知書投函（２７，７５３軒）、給水停止執行（３，７１７軒）
　　　　　　　　　　　　　　　次年度新規業務委託の入札の仕様書に給水停止サイクルに短縮化を明記。

0.16 億円
0.14 億円

0.24 億円
0.11 億円

①(5年後)上水99.81%
　　　　 下水99.77%

①(5年後)上水99.81%
　　　　 下水99.79%
②(現 年)上水98.91%
　　　　 下水98.95%

29年度

数
値
目
標

26年度 27年度 28年度 29年度

①収納率
(5年後)

②収納率
(現年)

①(5年後)99.82 ①(5年後)99.85%

工
　
　
程

当初予定

26年度 27年度 28年度 29年度

進捗状況

(実績・見込)

26年度 27年度 28年度

7-4 水道料金及び下水道使用料の収納率の向上

実
施
内
容

民間事業者委託による滞納整理及び弁護士委託による未収金回収の活用により、効果的かつ効率
的に徴収業務を実施するとともに、支払督促申立、訴訟、強制執行等の法的措置等の取組を推進
し、収納率の向上を図る。

目
標

調定から5年経過後の収納率の向上   平成24年度　99.77％　→　平成29年度　99.90%

（平成28年度追記）
現年収納率の向上　平成24年度(上水98.63% 下水98.65%)→平成29年度(上水98.75% 下水98.77%)

上下水道 局 総務 部 営業 課

民間事業者委託及び弁護士委託の管理・監督の強化 

大口滞納者を中心とした法的措置等の推進 

口座振替利用者の拡充 

法的措置等の推進に

係る事務の定着化 

民間事業者委託及び弁護士委託の管理・監督の強化 

法的措置等の推進に係る事務の定着化 

大口滞納者を中心とした法的措置等の推進 

口座振替利用者の拡充 

給水停止解除の厳格化 

給水停止の厳格化 

現地精算の強化 


